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　国民健康保険保険給付費等交付金の交付額の算定に関する規則の一部を改正する規則をここに公布します。

　　令和８年１月22日

	 長野県知事　阿　部　守　一　

長野県規則第２号

　　　国民健康保険保険給付費等交付金の交付額の算定に関する規則の一部を改正する規則

　国民健康保険保険給付費等交付金の交付額の算定に関する規則（平成30年長野県規則第31号）の一部を次のように改正する。

　第１条中「。以下「法」という。」を削る。

　第２条第２号中「が法」を「が国民健康保険法」に、「（法」を「（同法」に、「、法」を「、同法」に改める。

　第４条第１号を次のように改める。

　⑴�　前年度の１月１日から当該年度の 12月31日までの間に災害等により減免の措置を採った被保険者に係る保険料（国民健康保険

税を含む。以下この号において同じ。）の額の合計額が、国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令（昭和38年厚

生省令第10号。以下この条において「省令」という。）第７条の規定により算定した市町村調整対象需要額の 100分の１に相当す

る額以上であり、かつ、100分の３に相当する額未満である場合　当該被保険者に係る保険料の減免額の 10分の８以内の額

　第４条第２号中「一般被保険者」を「被保険者」に改め、「及び退職被保険者等」を削り、「した額（省令第６条第１号のハ」を「し

た額（同号のハ」に改め、同条第３号を次のように改める。

　⑶�　省令第７条第２項の規定を適用して算定した同条第１項第１号に掲げる額のうち、流行病又は災害を原因とする疾病若しくは負

傷に係る額の占める割合が 100分の５を超え、かつ、100分の 10以下である場合　同条第２項の規定を適用して算定した同条第１

項第１号に掲げる額に当該割合を乗じて得た額の 10分の８以内の額

　　　附　則

　この規則は、公布の日から施行する。

健康増進課国民健康保険室
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　期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部を改正する規則をここに公布します。

　　令和８年１月22日

	 長野県人事委員会委員長　青　木　　　悟　

長野県人事委員会規則第１号

　　　期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部を改正する規則

第１条　期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則（昭和39年長野県人事委員会規則第２号）の一部を次のように改正する。

　�　第11条第１号中「100分の 315」を「100分の 322.5」に、「100分の 375」を「100分の 382.5」に改め、同条第２号中「100分の 150」を「100

分の 157.5」に、「100分の 180」を「100分の 187.5」に改め、同条第３号中「100分の 262.5」を「100分の 270」に改める。

第２条　期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部を次のように改正する。

　�　第11条第１号中「100分の 322.5」を「100分の 318.75」に、「100分の 382.5」を「100分の 378.75」に改め、同条第２号中「100

分の 157.5」を「100分の 153.75」に、「100分の 187.5」を「100分の 183.75」に改め、同条第３号中「100分の 270」を「100分の

266.25」に改める。

　　　附　則

　（施行期日等）

１　この規則は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和８年４月１日から施行する。

２　第１条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第11条の規定は、令和７年12月１日から適用する。

人事委員会事務局

　初任給調整手当の支給に関する規則の一部を改正する規則をここに公布します。

　　令和８年１月22日

	 長野県人事委員会委員長　青　木　　　悟　

長野県人事委員会規則第２号

　　　初任給調整手当の支給に関する規則の一部を改正する規則

　初任給調整手当の支給に関する規則（昭和45年長野県人事委員会規則第５号）の一部を次のように改正する。

　第１条中「、第17条の 11、第17条の 12」を「から第17条の 12 まで」に、「次条及び第７条において」を「以下」に改める。

「 「
51,600 52,100

49,800 50,300

48,000 48,500

46,200 46,700

44,400 44,900

42,600 43,100

40,800 41,300

39,000 39,500

37,200 37,700

35,800 36,300

34,400 34,900

33,000 33,500

31,600 32,100

30,200
を

30,700
に

28,800 29,300

27,400 27,900

26,800 27,300

26,200 26,700

「 「
370,400 371,300

366,400 367,300

362,400 363,300

358,400 359,300

354,400 355,300

350,400 351,300

336,400 339,000

　別表のア中 320,400 を 324,300 に改め、同表のエ中

303,900 308,800

287,400 293,300

270,900 277,300
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25,200 25,700

24,600 25,100

24,000 24,500

23,400 23,900

22,800 23,300

22,000 22,500

21,700 22,200

21,300 21,800

20,700 21,200

19,800 20,300
」 」

改める。

　　　附　則

　（施行期日等）

１　この規則は、公布の日から施行する。

２　この規則による改正後の初任給調整手当の支給に関する規則別表のア及びエの規定は、令和７年４月１日から適用する。

251,400 260,300

231,900 243,300

212,400 226,300

192,900 208,800

」 」

人事委員会事務局

　特地勤務手当等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布します。

　　令和８年１月22日

	 長野県人事委員会委員長　青　木　　　悟　

長野県人事委員会規則第３号

　　　特地勤務手当等に関する規則の一部を改正する規則

　特地勤務手当等に関する規則（昭和46年長野県人事委員会規則第２号）の一部を次のように改正する。

　第３条を次のように改める。

　（特地勤務手当の額）

第�３条　給与条例第27条に規定する人事委員会が定める特地勤務手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げ

る特地公署の級別区分に応じ、当該各号に定める支給割合を乗じて得た額とする。

　⑴　６級地　100分の25

　⑵　５級地　100分の20

　⑶　４級地　100分の16

　⑷　３級地　100分の12

　⑸　２級地　100分の８

　⑹　１級地　100分の４

２　前項の特地公署の級別区分は、別表第１の１の表及び２の表のそれぞれ右欄に掲げる級別区分とする。

　第３条の３を削る。

　第５条第２項の表以外の部分を次のように改める。

２�　給与条例第27条の３第１項に規定する特地勤務手当に準ずる手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に、次の表の左欄に

掲げる期間等の区分に応じ、同表の右欄に掲げる支給割合を乗じて得た額とする。

　第５条中第３項を削り、第４項を第３項とする。

　第６条第１項第２号を削り、同項第３号中「国等の職員であつた者若しくは退職派遣者であつた者から計画的な人事交流等若しくは

業務従事期間の満了等により引き続き給与条例の適用を受ける職員となり、又は法第22条の４第１項若しくは第22条の５第１項の規定

による採用をされ」を「新たに給料表の適用を受ける職員となり」に、「当該適用又は採用の日」を「新たに給料表の適用を受けるこ

ととなつた日（以下この条において「適用日」という。）」に改め、同号を同項第２号とし、同項第４号中「法第22条の４第１項又は第

22条の５第１項の規定による採用をされ、かつ、当該採用の日」を「新たに給料表の適用を受ける職員となつた者で、適用日」に、「採

用の日前」を「適用日前」に、「し、当該異動」を「したこと又は新たに給料表の適用を受ける職員となつて当該公署に在勤すること

となつたこと」に改め、「なるもの」の次に「（次号に掲げるものを除く。）」を加え、同号を同項第３号とし、同項第５号中「法第22条
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人事委員会事務局

の４第１項又は第22条の５第１項の規定による採用をされた職員で、当該採用の日」を「新たに給料表の適用を受ける職員となつた

者で、適用日」に、「採用の日前」を「適用日前」に改め、同号を同項第４号とし、同項第６号を同項第５号とする。

　第６条第２項第２号を削り、同項第１号中「（同条第３項及び附則第４項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次号から第

５号までにおいて同じ。）並びに附則第５項」を削り、同号を同項第２号とし、同号の前に次の１号を加える。

　⑴�　新たに給料表の適用を受ける職員となつて特地公署等に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員  適用日に特

地公署等に異動したものとした場合に前条第１項及び第２項の規定により支給されることとなる期間及び額

　第６条第２項第３号中「前項第３号」を「前項第２号」に、「当該職員の給与条例の適用を受けることとなつた日又は法第22条の４

第１項若しくは第22条の５第１項の規定による採用をされた日」を「適用日」に、「その日」を「当該適用日」に改め、「並びに附則

第５項」を削り、同項第４号中「前項第４号」を「前項第３号」に、「当該職員が同号の採用の日」を「適用日」に、「定年前再任用

短時間勤務職員」を「給料表の適用を受ける職員」に改め、同項第５号中「前項第５号」を「前項第４号」に、「当該職員が同号の採

用の日」を「適用日」に、「定年前再任用短時間勤務職員」を「給料表の適用を受ける職員」に改め、同項第６号中「前項第６号」を「前

項第５号」に改める。

　附則第２項の前の見出し並びに同項及び附則第３項並びに附則第４項の前の見出し並びに同項及び附則第５項を削り、附則第１項

の見出し及び項番号を削る。

　　　附　則

　（施行期日等）

１�　この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の特地勤務手当等に関する規則の規定は、令和７年４月１日から適用

する。

　（特地勤務手当等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正）

２　特地勤務手当等に関する規則の一部を改正する規則（令和７年長野県人事委員会規則第６号）の一部を次のように改正する。

　　附則第２項の前の見出し並びに同項及び附則第３項を削る。

　�　附則第４項の前の見出しを削り、同項中「改正後の規則」を「特地勤務手当等に関する規則」に改め、「及び第３号」を削り、「さ

れた」の次に「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する等の条例（令和４年長野県条例第37号）附則第４項に規定す

る定年前再任用短時間勤務職員（次項において「」を加え、「及び暫定再任用職員」を「」という。）及び同条例附則第４項に規定

する暫定再任用職員（次項において「暫定再任用職員」という。）」に改め、同項を附則第２項とし、同項の前に見出しとして「（定

年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員への特地勤務手当に準ずる手当に関する経過措置）」を付する。

　�　附則第５項中「改正後の規則第６条第１項第４号」を「特地勤務手当等に関する規則第６条第１項第３号」に、「が」を「又は当

該職員が新たに給料表の適用を受けることとなった日が」に改め、同項を附則第３項とする。

　�　附則第６項中「改正後の規則第６条第１項第５号」を「特地勤務手当等に関する規則第６条第１項第４号」に改め、同項を附則

第４項とする。

　　附則第７項を削る。


